
 

今回の指針から制限が緩和された活動について 補足およびお願い 

〇ソーシャル ディスタンス 

・人と人とが接触しないよう、手をつなぐ、相手と組むなどの活動は出来ません。 

フォークダンス、合気道、空手などは接触を避け、十分な身体的距離を確保する 

ことで使用可となります。 

 ・体操や運動などは、現行どおり２ｍ以上の間隔を確保してください。 

  動きのない活動については、他の方と接触しない距離として１ｍ程度の間隔を 

  取ってください。 

 

〇調理室の利用 

 ・定員は 5名とし、調理器具、食器等の貸出は制限します。 

  事前にお知らせいただいた必要物品、数を職員が用意します。また、使用後は消毒

をし、調理台に置いて職員のチェックを受けてください。 

 ・調理室での食事は出来ません。食事をされる場合は、合わせて別の部屋をご予約 

ください。 

 

〇マスクの着用 

 ・運動、歌なども含め、全ての活動をマスク着用の上で行っていただくことになりま

す。身体への負担を考え、こまめな休憩、水分補給を行い、活動時間の短縮なども

考慮して体調管理を心がけてください。 

 

〇道具の消毒 

 ・囲碁、将棋、麻雀等について備品の貸出は麻雀卓のみとし、使用後の消毒が困難な

部分はビニールを敷く、マットを置く等の対応を取ってください。碁石、将棋駒、

麻雀牌はご持参いただき、使用後（利用可能時間内）に消毒するか、持ち帰って 

ご自宅で対応するようにしてください。 

 

〇スポーツ吹矢等マスクを外す時間のある活動 

 ・ご自身が吹く時以外はマスクを着用し、２㎡以上の対人距離の確保をお願いしま

す。また、スポーツ吹矢の活動は壁から 1ｍ以上離れた範囲のみ可能とします。 

椅子、机等の備品は極力減らし、床の清掃、消毒も行ってください。 

 

 

上記の対応は一例となります。 

詳細やご不明点はお電話でお尋ねいただき、ご相談ください。 

 

【問い合わせ先】 

 日野南地域ケアプラザ 

 電話：０４５－８３６－１８０１ 

 担当：地域活動・交流 鶴見 
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